
1

管理部門担当者様にとって注目のテーマに気付きをお届けする

2023/2

税
制
改
正
大
綱
と
は

1法
律
を
改
正
す
る
際
に
は
ま
ず
国
会
で
審
議

さ
れ
ま
す
が
、
税
制
に
関
し
て
も
与
野
党
で
審

議
を
行
い
、
具
体
的
な
内
容
を
と
り
ま
と
め
て

い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
る
程
度
と
り
ま
と
め

が
終
わ
っ
た
段
階
で
作
成
さ
れ
る
の
が
「
税
制

改
正
大
綱
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

税
制
改
正
大
綱
は
毎
年
12
月
に
発
表
さ
れ
、

誰
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
終
的
に
施

行
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
細
か
い
微
調
整
が
行
わ

れ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
基
本
的
に
大
綱
ま

で
落
と
し
込
ま
れ
た
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の

ま
ま
の
内
容
で
施
行
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

税
制
改
正
大
綱
を
読
め
ば
、
税
制
が
ど
の
よ
う

に
改
正
さ
れ
る
の
か
を
い
ち
早
く
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

企
業
は
、
自
社
の
事
業
と
関
連
す
る
税
制
に

つ
い
て
は
最
新
情
報
を
追
い
、
改
正
に
よ
る
影

響
に
備
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

税
制
改
正
に
つ
い
て
全
て
を
把
握
し
て
お
く

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
必
要
な
箇
所
の
最
新

情
報
を
入
手
し
て
お
く
こ
と
で
、
施
行
に
先

立
っ
て
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま

す
。

税

 

制

 

改

 

正

 

大

 
綱
 は 

ビ
ジ
ネ
ス
に
も
役
立
つ

2こ
の
よ
う
に
、
税
制
改
正
の
最
新
情
報
を
得

る
た
め
に
役
立
つ
税
制
改
正
大
綱
で
す
が
、
実

は
、
大
綱
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
そ

の
も
の
に
も
役
立
つ
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
。国

の
施
策
に
は
、
市
場
や
景
気
の
状
況
が
反

映
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
2
0
5
0
年
の

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
な
ど
が
そ
の

例
で
す
。
税
制
も
例
外
で
は
な
く
、
政
府
が
実

増刊号

令
和
５
年
度

令
和
５
年
度

税
制
改
正
大
綱
の

税
制
改
正
大
綱
の

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

毎年発表される税制改正大綱を受けて実際に税制改正が行われることに毎年発表される税制改正大綱を受けて実際に税制改正が行われることに

なりますが、大綱に書かれている内容は、実際の改正にどの程度反映さなりますが、大綱に書かれている内容は、実際の改正にどの程度反映さ

れるのでしょうか？　また、経営者や管理部門の担当者が税制改正大綱をれるのでしょうか？　また、経営者や管理部門の担当者が税制改正大綱を

チェックする必要はあるのでしょうか？チェックする必要はあるのでしょうか？

税制改正大綱は税制改正の情報を早く手に入れるために便利なものです税制改正大綱は税制改正の情報を早く手に入れるために便利なものです

が、実はそれだけではなく、税制改正大綱を読み解くことでビジネスのヒが、実はそれだけではなく、税制改正大綱を読み解くことでビジネスのヒ

ントが得られることも、少なくないのです。ントが得られることも、少なくないのです。

今回は、税制改正大綱の概要や、企業はどの程度税制改正大綱を理解して今回は、税制改正大綱の概要や、企業はどの程度税制改正大綱を理解して

おけばいいのか、中小企業や中堅企業に影響のある項目について、税理士おけばいいのか、中小企業や中堅企業に影響のある項目について、税理士

法人アイユーコンサルティング 足立賢亮税理士にお話を伺いました。法人アイユーコンサルティング 足立賢亮税理士にお話を伺いました。

税理士法人アイユーコンサルティング
税理士

足立 賢亮 氏
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現
し
た
い
こ
と
、国
が
目
指
す
方
向
性
な
ど
が
、

改
正
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
2
0
2
2
年
12
月
23
日
の
閣

議
決
定
、
及
び
2
0
2
2
年
12
月
16
日
の
与

党
税
制
改
正
大
綱
に
は
、
大
ま
か
な
方
向
性

と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。・

人
材
へ
の
投
資
を
強
化

・
成
長
と
分
配
の
好
循
環

・
税
負
担
の
公
平
性
の
確
保

・�

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
等

へ
の
対
応

・
地
方
活
性
化

こ
う
し
た
方
向
性
が
具
体
的
な
内
容
に
落
と

し
込
ま
れ
、
税
制
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。
国
が

力
を
入
れ
た
い
施
策
に
は
税
制
優
遇
が
実
施
さ

れ
た
り
補
助
金
が
組
ま
れ
た
り
し
ま
す
か
ら
、

大
綱
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
税
制

改
正
を
う
ま
く
経
営
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

例
え
ば
、
後
ほ
ど
出
て
く
る
「
特
定
資
産
の

買
換
え
特
例
の
改
正
」
が
良
い
例
で
す
。
今
回

の
改
正
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
が
都
心
に
集
中
し
て

い
る
今
の
状
態
か
ら
、
地
方
へ
分
散
さ
せ
た
い

と
い
う
狙
い
が
背
景
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
東
京
都
特
別
区
域
か
ら
地
域
再
生
法
の

集
中
地
域
外
に
本
店
を
移
転
す
る
と
、
更
に
高

い
税
制
優
遇
が
受
け
ら
れ
る
反
面
、
逆
の
動
き

を
す
る
と
税
制
優
遇
の
割
合
が
引
下
げ
ら
れ
、

実
質
的
な
増
税
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
例
か
ら
も
、
早
め
に
改
正
の
動
き
を
把

握
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
お

分
か
り
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
こ
か
ら
は
、
中
小
企
業
や
中
堅
企
業
に

と
っ
て
重
要
と
な
る
改
正
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

令
和
5
年
度
の

重
要
改
正

3研
究
開
発
税
制

税
額
控
除
率
・

控
除
税
額
上
限
の
見
直
し

研
究
開
発
税
制
に
つ
い
て
は
、
試
験
研
究
費

の
額
か
ら
一
定
額
を
法
人
税
額
か
ら
控
除
す
る

「
中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化
税
制
」「
一
般
試
験

研
究
費
の
額
に
係
る
税
額
控
除
制
度
」
に
関
し

て
、
増
減
試
験
研
究
費
割
合
が
4
％
を
超
え
た

場
合
に
最
大
5
％
の
控
除
上
限
を
増
額
す
る
と

と
も
に
、
マ
イ
ナ
ス
4
％
を
下
回
っ
た
場
合
に

は
、
最
大
5
％
の
控
除
上
限
の
減
額
を
す
る
と

い
う
改
正
が
な
さ
れ
る
予
定
で
す
。

加
え
て
、
税
額
控
除
率
の
見
直
し
も
予
定
さ

れ
て
お
り
（
図
表
1
参
照
）、
今
以
上
に
メ
リ

ハ
リ
が
強
化
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。 

こ
の
税
制
の
主
な
対
象
者
は
、製
品
の
研
究
・

開
発
を
す
る
機
会
の
多
い
製
造
業
な
ど
で
す
。

積
極
的
に
研
究
開
発
を
行
う
企
業
に
と
っ
て
は

減
税
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
企
業
に

と
っ
て
は
増
税
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

中
小
企
業
が
研
究
開
発
を
積
極
的
に
行
い
、
ノ

ウ
ハ
ウ
を
蓄
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
経

済
が
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
・
中
小

企
業
経
営
強
化
税
制
の

一
部
見
直
し
と
延
長

2
0
2
2
年
か
ら
日
本
で
は
物
価
上
昇
が

話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、企
業
に
お
い
て
は
、

物
価
上
昇
に
よ
る
収
益
環
境
の
悪
化
が
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
ほ
か
に
も
、
社
会
保

険
の
負
担
や
最
低
賃
金
の
上
昇
な
ど
、
特
に
中

小
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
な
る
一
方

で
す
。

そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
中
小
企
業
の
生

産
性
向
上
や
経
営
力
強
化
を
促
す
後
押
し
と
し

て
設
立
さ
れ
た
の
が
、
中
小
企
業
投
資
促
進
税

制
・
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
で
し
た
。
中
小

企
業
投
資
促
進
税
制
で
は
、
取
得
価
額
の
7
％

の
税
額
控
除
（
資
本
金
3
千
万
円
超
の
法
人
は

適
用
不
可
）、
ま
た
は
取
得
価
額
の
30
％
の
特

別
償
却
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
計
画
認
定
が
必
要
と
な
る
中
小
企
業

経
営
強
化
税
制
で
は
、
取
得
価
額
の
10
％
の
税

額
控
除（
資
本
金
3
千
万
円
超
の
法
人
は
7
％
）

ま
た
は
、
取
得
価
額
の
1
0
0
％
の
償
却
（
即

時
償
却
）
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

［図表1］　研究開発税制 税額控除率・控除税額上限の見直し

コロナ特例

上乗措置

一般型
or

中小企業技術
基盤強化税制

OI型

コロナ特例（廃止）

上乗措置 控除上限
の変動
（一般型）

一般型
or

中小企業技術
基盤強化税制

OI型

現行制度
最大17%

＜現行＞
■控除税額上限の見直し

＜改正案＞

最大14%現行制度（中小企業）
（控除率）

12%

8.5%

37%減 30%減 0% 9.4%増 増減試験研究費割合

法人税額の
5%まで
法人税額の
10%まで

法人税額の
10%まで

法人税額の
25%まで

（前3カ年の試験研究費の平均からの増減割合）

※1 試験研究費の額が平均売上金額の10％を超える場合における税額控除率の特例の適用期限を3年延長
※2 一般型の試験研究費の額が平均売上金額の10％を超える場合における控除上限の上乗せ特例の
　　適用期限を3年延長
※3 中小企業者等の増減試験研究費割合が9.4％超の場合の控除上限の上乗せ措置について、
　　12％超の場合に見直し、適用期限を3年延長

税額控除率の下限を1％（現行2％）に引下げたうえ、上限を
一般型14％（原則10％）、中小企業技術基盤強化税制17％（原則12％）
とする特例の適用期限を3年延長する。

12%増

9.4%→12%増
屈折点の変更

2%→1%
引下げ

2%
1%

改正案

※2

■税額控除率の見直し※1

※3
※2
※3

法人税額の
10%まで

法人税額の
+5%～△5%まで

法人税額の
10%まで

法人税額の
25%まで

出典：経済産業省資料を一部加工してアイユーコンサルティング グループ作成



3

今
回
の
改
正
で
は
、
本
税
制
が
2
年
間
延
長

さ
れ
る
見
込
み
で
す
。
更
に
、
所
得
8
0
0
万

円
ま
で
は
法
人
税
率
が
19
％
→
15
％
に
軽
減
さ

れ
る
「
中
小
企
業
軽
減
税
率
」
に
つ
い
て
も
、

２
年
間
延
長
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

Ｄ

 

Ｘ

 

投

 

資

 

促

 

進

 

税

 
制
 の 

見
直
し
と
延
長

Ｄ
Ｘ
投
資
促
進
税
制
は
、
企
業
が
Ｄ
Ｘ
化
の

た
め
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
を
取
得
・
製
作
し
た

場
合
に
、そ
の
取
得
価
額
の
30
％
の
特
別
償
却
、

ま
た
は
3
％
も
し
く
は
5
％
の
税
額
控
除
が
適

用
で
き
る
税
制
優
遇
措
置
で
す
。

認
定
要
件
が
見
直
さ
れ
、「
デ
ジ
タ
ル
人
材

の
育
成
・
確
保
」
に
加
え
て
「
売
上
高
が
10
％

以
上
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
」「
対

象
事
業
の
海
外
売
上
高
比
率
が
一
定
割
合
以
上

と
な
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
が
追
加
さ
れ
る
予

定
で
す
。

日
本
企
業
が
世
界
に
進
出
し
、
国
際
的
な
競

争
力
を
上
げ
る
こ
と
が
改
正
の
狙
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

特
定
資
産
の
買
換
え
特
例
の

見
直
し
と
延
長

こ
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
適
用
要
件
の
見
直

し
を
行
っ
た
う
え
で
適
用
期
限
が
3
年
間
延
長

さ
れ
る
見
込
み
で
す
。 

図
表
2
を
見
て
い
た
だ
く
と
分
か
る
と
お

り
、
こ
の
改
正
は
東
京
都
市
部
に
企
業
が
集
中

し
な
い
た
め
の
施
策
と
い
え
ま
す
。

こ
う
し
た
税
制
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か

で
、
コ
ス
ト
面
で
か
な
り
の
差
が
出
る
こ
と
が

お
分
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
拠

点
の
移
動
に
限
ら
ず
で
す
が
、
何
か
新
し
い
こ

と
を
始
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
場
合
に
は
、
使

え
る
税
制
が
な
い
か
、
補
助
金
や
助
成
金
が
な

い
か
、
あ
ら
か
じ
め
顧
問
税
理
士
な
ど
に
相
談

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

小

 

規

 

模

 

事

 

業

 

者

 

に

 
係
 る 

税

 

額

 

控

 

除

 

に

 

関

 

す

 

る

 

経

 

過

 
措
 置 

（
イ
ン
ボ
イ
ス
関
連
）

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
る
と
、
取
引
先
が

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
ど
う
か
に
よ
っ

て
、
消
費
税
の
仕
入
額
控
除
の
対
象
に
な
る
か

ど
う
か
が
変
わ
り
ま
す
。

取
引
先
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
登
録

し
て
く
れ
た
ほ
う
が
企
業
に
と
っ
て
は
税
制
面

で
有
利
と
な
る
反
面
、
免
税
事
業
者
に
と
っ
て

は
、
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
益
税
を
受
け
取

れ
な
い
、
消
費
税
の
計
算
が
必
要
に
な
る
な
ど
、

負
担
が
増
え
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
、
免
税
事
業
者
が
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
と
な
る
な
ど
し
て
事
業
者
免
税
点

制
度
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
場

合
に
は
、
納
付
税
額
を
当
該
課
税
標
準
額
に
対

す
る
消
費
税
額
の
2
割
に
で
き
る
と
い
う
改
正

が
見
込
ま
れ
ま
す
。

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
に
な
っ
た
小
規
模
事
業
者
は
、
税
負
担
が

3
年
の
間
、
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
予
定
で
す
。

企
業
側
と
し
て
は
、
取
引
先
に
対
し
て
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
へ
の
登
録
を
勧
め
や
す
く
な

る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。

１
万
円
未
満
の
少
額
取
引
に
お
け
る

事
務
負
担
の
軽
減
措
置

（
イ
ン
ボ
イ
ス
関
連
）

こ
ち
ら
も
イ
ン
ボ
イ
ス
関
連
の
改
正
で
す
。

一
定
規
模
以
下
の
事
業
者
を
対
象
に
、
1
万

円
未
満
の
少
額
取
引
の
課
税
仕
入
に
つ
い
て

は
、
帳
簿
の
み
の
保
存
で
の
仕
入
税
額
控
除
の

適
用
が
認
め
ら
れ
る
見
込
み
で
す
。
ま
た
、
売

上
返
還
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義

務
が
免
除
さ
れ
る
予
定
で
す
。

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

登
録
制
度
の
見
直
し

こ
れ
に
加
え
て
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

登
録
制
度
の
期
日
に
つ
い
て
も
見
直
し
さ
れ
ま

す
。現

行
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
る

2
0
2
3
年
10
月
1
日
か
ら
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
に
な
る
た
め
に
は
、
3
月
31
日
ま
で
に

登
録
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
3
月
31
日
ま
で
の
登
録
申
請
が
難
し

い
場
合
に
は
、「
提
出
が
困
難
な
事
情
」
を
明

記
す
れ
ば
、
4
月
以
降
に
登
録
申
請
を
し
て
も

よ
い
と
い
う
運
用
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

回
の
改
正
に
よ
っ
て
、「
提
出
が
困
難
な
事
情
」

を
記
載
す
る
必
要
も
な
く
な
る
見
込
み
で
す
。

ま
た
、
免
税
事
業
者
が
課
税
期
間
の
初
日
か

ら
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
や
翌
課
税
期

間
の
初
日
か
ら
登
録
を
取
消
そ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
当
該
課
税
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て

ひ
と
月
前
の
日
ま
で
に
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
の
登
録
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

［図表2］　特定資産の買換え特例 対象資産の見直し
適用要件 改正案

既成市街地等の区域内から区域外への買換え（一号） 適用対象から除外
航空機騒音障害区域の内から外への買換え（二号） 譲渡資産の対象から一定区域内にある資産を除外
既成市街地等及び人口集中地区内における土地の計
画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土
地等の買換え（三号）

改正なし

所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又
は構築物から国内にある一定の土地等、建物もしくは
構築物又は国内にある鉄道事業用車両運搬具への買
換え（四号）

以下のとおり、一部の課税繰延割合が改正
● 東京都特別区域→地域再生法の集中地域外へ
の本店移転の場合
　80％から90％へ引上げ
● 地域再生法の集中地域外→東京都特別区域へ
の本店移転の場合
　70％から60％へ引下げ

日本船舶から日本船舶への買換え（五号） 譲渡資産及び買換資産の要件を見直し
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●お届けいたしましたのは

（生 22 - 6467, 法人開拓戦略室）

し
か
し
改
正
後
は
、
初
日
か
ら
起
算
し
て
15

日
前
の
日
ま
で
に
登
録
申
請
書
を
提
出
す
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
10
月

1
日
か
ら
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
な
る
た

め
に
は
、
9
月
15
日
ま
で
に
登
録
申
請
を
す
れ

ば
よ
い
こ
と
に
な
る
見
込
み
で
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
に
先
立
ち
多
く
の
企

業
で
は
、
取
引
の
あ
る
小
規
模
事
業
者
に
対
し

て
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
登
録
す
る
予

定
が
あ
る
か
ど
う
か
」
を
確
認
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
を
送
っ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
回
の

改
正
で
登
録
申
請
の
期
限
が
延
び
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
収
が
遅
く
な
る
な

ど
の
影
響
が
出
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

電
子
帳
簿
保
存
制
度
の

見
直
し

電
子
帳
簿
保
存
法
は
2
0
2
2
年
に
も
改

正
さ
れ
て
お
り
、「
優
良
な
電
子
帳
簿
」
の
要

件
を
満
た
す
場
合
は
税
制
優
遇
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
優
良
電
子
帳
簿
の

範
囲
が
明
確
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
電
子
取
引

デ
ー
タ
の
保
存
要
件
が
図
表
3
の
よ
う
に
緩
和

さ
れ
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
電
子
帳
簿
保
存
法
に
お
い
て
は
、
取

引
デ
ー
タ
を
電
子
保
存
す
る
際
に
は
検
索
機
能

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
基

準
期
間
の
売
上
高
が
1
0
0
0
万
円
以
下
の

企
業
を
除
く
）。
例
え
ば
、
取
引
年
月
日
、
勘

定
科
目
、
取
引
金
額
な
ど
、
帳
簿
の
種
類
に
応

じ
た
記
録
項
目
で
検
索
で
き
る
よ
う
に
、
環
境

を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。そ

の
た
め
企
業
に
よ
っ
て
は
、
検
索
機
能
の

あ
る
シ
ス
テ
ム
を
新
た
に
導
入
し
た
り
、
人
力

で
フ
ァ
イ
ル
名
を
変
え
た
り
し
て
、
検
索
要
件

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、
判
定
期
間

中
（
法
人
は
2
事
業
年
度
前
、個
人
は
2
年
前
）

の
売
上
高
が
5
0
0
0
万
円
以
下
の
企
業
に

つ
い
て
は
、
一
定
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
検
索

要
件
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

ま
と
め

4令
和
5
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
基
に
、
中
小

企
業
や
中
堅
企
業
に
関
連
性
の
高
い
項
目
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
自
社

に
関
わ
り
の
あ
る
改
正
に
つ
い
て
は
、
早
い
段

階
で
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。た
だ
、

冒
頭
で
も
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
大
綱
は
微
修

正
を
経
て
施
行
に
至
る
の
が
一
般
的
で
す
。
そ

の
た
め
、
大
綱
は
あ
く
ま
で
も
「
速
報
」
と
い

う
位
置
付
け
で
捉
え
て
お
き
、
実
際
の
改
正
内

容
は
施
行
さ
れ
た
も
の
を
確
認
す
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

大
綱
に
は
専
門
用
語
や
細
か
い
数
字
な
ど
も

記
載
さ
れ
て
お
り
、
や
や
難
解
で
読
み
解
く
の

に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
ア
イ
ユ
ー
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
法
改
正
な

ど
の
重
要
な
情
報
を
レ
ジ
ュ
メ
に
ま
と
め
、
税

制
改
正
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
す
る
な
ど
事
業
関
係

者
や
顧
問
先
の
企
業
様
に
と
っ
て
必
要
な
情
報

を
迅
速
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

各
種
税
制
を
活
用
す
る
際
に
は
、
専
門
家
に

依
頼
す
る
コ
ス
ト
な
ど
も
加
味
し
て
節
税
効
果

を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
、
経
営
判
断
を
下
さ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
経
営
判
断
に
時
間
を
割
け
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
も
、
情
報
収
集
は
早
め
に
行

い
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
家
に
相
談
し
な
が
ら

進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

国内大手税理士法人から2019年にアイユーコンサルティングに入社。
入社後の相続税申告は既に60件に及ぶ。
相続対策、法人顧問、個人顧問、組織再編を伴う資本政策など、幅広い業務に対応しており、丁寧
かつスピーディーな仕事振りでお客様とのコミュニケーションを得意とする。
他士業との連携、共催による合同セミナー、相続相談会など、営業活動においても躍進する最年少
マネージャーとして、関東地区の拠点拡大を目指し、日々 邁進している。

「会社の事業承継、相続による遺産の承継は人生において数少ない重要な局面である」を念頭に、経
営者、遺族、納税者の立場やニーズに配慮し、ベストな提案をするため、幅広くサポートを行う。

本誌の内容は、「令和5年度税制改正大綱」にもとづき、2023年1月30日時点
での情報をもとに作成しております。
そのため、今後国会に提出される法案などによっては、本誌に掲載しました内
容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。

税理士法人アイユーコンサルティング
税理士

足立 賢亮 氏

［図表3］　 軽減措置の対象となる所得税及び法人税に係る 
優良な電子帳簿の範囲
現行 改正案

①仕訳帳 改正無し

②総勘定元帳 改正無し

③その他の必要な帳簿

次に掲げる事項
●受取手形記入帳、支払手形記入帳
●売掛帳、買掛帳
●有価証券台帳（法人のみ）
●固定資産台帳、繰延資産台帳
●売上帳、仕入帳、経費帳（賃金台帳を除く）


